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令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限につきまし

ては、先般、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和 2年 4月 16日（木）ま

で延長いたしました。 

期限を延長した結果、確定申告会場の混雑は例年に比べかなり緩和されています。 

各確定申告会場においては、感染防止に万全の措置を講じております。また、ご来場い

ただいた納税者の皆さまには、マスクの着用やアルコール消毒液の利用をはじめとした感

染予防にご協力をいただいており、確定申告会場での感染はこれまで確認されておりませ

ん。 

申告実績を見ると、自宅からの e-Tax による申告の増加などもあり、既に昨年の約 9 割

の申告がなされています。 

今後とも、申告相談に当たっては、感染リスクの防止を更に徹底してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行っていただける

よう、スマートフォン等による e-Tax などの手段をご用意しています。ぜひ利用いただく

よう、お勧めします。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

 

また、令和元年分の還付申告については、5年間（令和 6年 12月 31日まで）申告するこ

とが可能です。 

（還付申告の例） 

 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除（ふるさと納税等）・ 

住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）により還付を受けられる方 等 

 
・ ４月 17 日（金）以降の申告・納付の対応について 

・ 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に

関するＦＡＱ（PDF/708KB） 

・ （４月 17 日以降に申告をされる方へ）４月 17 日以降に申告される方の口座からの振替日は、個

別に連絡いたします（PDF/101KB）（令和２年４月６日） 

・ （振替納税をご利用の方へ）口座からの振替日が、申告所得税は５月 15 日（金）、個人事業者の消

費税は５月 19日（火）になります（令和２年３月 11 日） 

確定申告期限の柔軟な取扱いについて 

― 4月 17日（金）以降も申告が可能です ― 

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】 

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場

の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること

が困難な方については、期限を区切らずに、4月 17日（金）以降であっても柔軟に確定申

告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時

点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。 

【4月 17日以降の申告相談について】 

現在までの申告状況を踏まえれば、4月 17日（金）以降に税務署へお越しになる方の数

は、比較的限定的となると考えられます。そこで、4月 17日（金）以降の申告相談につき

ましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の

皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制と

するなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_04.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_04.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm


○　確定申告書には、申告書Ａと申告書Ｂがありますが、株式等に係る譲渡所得等の申告は、「申告書Ｂ第一
表、第二表」及び「申告書第三表（分離課税用）」の申告書用紙で行います。
　　この場合、譲渡所得等の金額の計算は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」で行います。
○　この冊子は、「令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き　確定申告書Ｂ用」（国税庁ホ
ームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードできます。なお、税務署にも用意してあります。）と
併せてご覧ください。
○　令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和２年２月17日（月）か
ら同年３月16日（月）までです。
　　なお、還付申告書は、令和２年２月14日（金）以前でも提出できます。
　・　申告書は、郵便や信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
　　　（郵便又は信書便で送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします。この日付
が申告期限（令和２年３月16日（月））内となるよう、お早めにご送付ください。）

　・�　税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりませんが、
　　一部の税務署では、２月24日（月）と３月１日（日）に限り日曜日・祝日等でも、確定申告の相談及び申告書
の受付を行います。

　　　詳しくは、国税庁ホームページで確認されるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
○　令和元年分とは、平成31年１月１日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいいます。

○�　この冊子では、確定申告書の記載手順・次の事例の記載例と国税庁ホームページの「確定申告書等作成コ
ーナー」の入力手順・具体的入力例、参考として「株式等の譲渡所得等のあらまし」などを掲載しています。��　
　　　　
　⑴　確定申告書の記載手順�������������������������������� ����２〜３
　⑵　【事例１】特定口座を利用していないケース���������������������� ����４〜11
　⑶　【事例２】特定口座を利用しているケース������������������������ ���12〜 17
　⑷　【事例３】上場株式に係る譲渡損失を繰り越すケース������������������ ���18〜 23
　⑸　【事例４】特定口座の譲渡損失を配当所得等から控除し翌年以後に繰り越すケース����� ���24〜 29
　⑹　【事例５】前年分からの繰越譲渡損失を本年分の譲渡所得及び配当所得等から控除するケース��� ���30〜 34
　⑺　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の入力手順など����������� ����35
　⑻　【事例６】国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用しての具体的入力例�� ���36〜 43
　⑼　【参考１】令和元年分��株式等の譲渡所得等のあらまし������������������ ���44〜 62
　⑽　【参考２】給与所得金額の計算表など������������������������� ���63
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令和元年分

株式等の譲渡所得等の申告のしかた （記載例）

（ページ）

　令和元年分以降用から、申告書第三表（分離課税用）に「上場株式等の譲渡所得等に関する事項」
欄が設けられました。この欄には、申告することを選択した特定口座（源泉徴収口座）に係る上場株式
等の譲渡所得等など、申告する株式等の譲渡所得等について源泉徴収された所得税及び復興特別
所得税の合計額を記入します。確定申告書等の作成に当たっては、記入漏れにご注意ください。
　なお、申告書Ｂ第一表、第二表の源泉徴収税額を記入する各欄にも、従前どおり記入します。
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①009AET_1P－国税庁－所得税確定申告書（第三表）（分離課税用）（1/2枚目）
2016.10.03－kimura－2面付ON
2019.03.01－kimura－iPRO-7－初校 2019.03.15－kimura－iPRO-7－２校
2019.03.25－kimura－iPRO-7－３校 2019.05.10－kimura－iPRO-7－４校
2019.05.27－kimura－iPRO-7－５校 2019.05.30－kimura－iPRO-7－６校
2019.06.26－kimura－iPRO-7－７校

009AET_1P－国税庁－所得税確定申告書（第三表）（分離課税用）（1/2枚目）
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2019.06.26－kimura－iPRO-7－７校
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○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

特別控除額の合計額 ○93

○ 退職所得に関する事項

所得の生ずる場所 退職所得控除額

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額
67○

円 円 円

円

差し引く繰越損失額
本年分の から66○

（ ）収入金額
－必要経費

山 林

配
当
等

（申告書Ｂ第一表の○に転記）27

本年分の ○○64 65、 から

申告書令和 年分の の所 得 税 及 び
復興特別所得税

収 入 金 額

円

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

先 物 取 引

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

整 理
番 号

○ 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の
源泉徴収税額の合計額

（単位は円）

○ 分離課税の上場株式等の配当所得等に関する事項
種目・所得の
生 ず る 場 所 収 入 金 額 配当所得に係る

負 債 の 利 子 差 引 金 額

円円円

差引金額の合計額 ○92

○94
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記入方法については、
56 ページをご覧ください。

　申告書第三表（分離課税用）が変わりました！！
～「上場株式等の譲渡所得等に関する事項」欄の記入漏れにご注意ください～


